
審査料一覧（消費税別） 

（１）審査料 

  

供給形式 戸数 新規 更新 

戸建住宅 
個別認定 1 戸 40 万円 － 

システム認定  100 万円 80 万円 

集合住宅 個別認定 
50 戸未満 60 万円 － 

50 戸以上 80 万円 － 

団地＊ 個別認定 
50 戸未満 90 万円 － 

50 戸以上 120 万円 － 

 

（注記） 

・供給形式に関わらず着手額は 20 万円とし、料金の内数とする。 

・戸建住宅個別認定のうち、CASBEE S タイプについては 20 万円とする。 

・団地の料金は戸建、集合住宅を問わず共通とする。 

・変更認定については、変更部分の割合に応じて新規認定の 20％～90％ 

（ただし最低 10 万円）で IBEC の指定する額とする。 

 

 

（２）その他 

 

1) 当財団の都合により審査が不可能となった場合を除き，原則として審査料はお返

し致しません。 

2) 振り込み先 

三井住友銀行 東京公務部 普通預金 口座番号 866940 

口座名義：一般財団法人 建築環境・ 省エネルギー機構 

以 上 

 


